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   監査結果に基づき市長が講じた措置の公表 

 令和２年１１月２６日付け監査第１３８号の監査結果に基づき市長が講じた措置につ

いて通知を受けたので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により、当該通知に係る

事項を次のとおり公表する。 

 

監査名 令和２年度指定管理施設監査 

対象施設（所管課） 上府中公園（建設部みどり公園課） 

 

№ 指 摘 の 内 容 措 置 状 況 

１  小田原市公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例第８条の規定

を踏まえ、市（みどり公園課）は、指定

管理者に、指定施設の管理に係る経理と

その他の業務に係る経理とを区分させ

なければならない。 

また、市（みどり公園課）は、地方自

治法第２４４条の２第１０項に基づき、

指定管理者に対して、経理の状況に関し

報告を求め、実地について調査し、又は

必要な指示をするべきである。 

市（みどり公園課は）、指定管理者に

対し、指定施設の管理に係る経理とその

他の業務に係る経理を明確に区分し、年

度末に提出する事業報告書に総勘定元

帳を添付して、経理の状況を報告するこ

とを指示した。 

指定管理者は、市の指示について了承

し、令和２年度分から実施する。 

２ 市（みどり公園課）は、指定管理者が

取り扱う現金の管理について、状況を把

市（みどり公園課）は、令和３年１月

に実施した月例報告時に、現金の管理に

掲示期限 令和３年３月１２日 



握していない。状況を把握し、必要に応

じて指示等を行うなど監督責任を果た

すべきである。 

ついて、日々の入金が記載された書類、

現金の保管場所、保管場所内の現金を指

定管理者が立会いのもと確認した。 

今後も、同様の方法で指定管理者が取

り扱う現金の管理について毎月確認し、

状況把握に努める。 

３ 基本協定書第４条第１項に、指定管理

者は、財産台帳に示された物件を管理す

ることと規定されているが、財産台帳が

作成されておらず、管理物件が書面で特

定されていない。市（みどり公園課）は、

財産台帳を提示するべきであり、指定管

理者も自ら取得した財産を同台帳に登

録し、財産管理する必要がある。 

市（みどり公園課）は、今回の指摘を

受けて、令和２年１２月に上府中公園に

係る財産台帳を作成した。 

市（みどり公園課）は、指定管理者に

対し、自ら取得した財産について同台帳

に登録するとともに、財産に異動が生じ

たときは、その都度同台帳に登録するよ

う指示した。 

指定管理者は、市の指示について了承

し、令和２年度中に登録を行う。 

４ 基本協定書第１５条第２項に、指定管

理者は本業務の一部を第三者に委託し、

又は請け負わせようとするときは、あら

かじめ書面による市の承認を得なけれ

ばならないと規定されているが、書面に

よる承認手続をしないまま、指定管理者

が第三者への再委託を行っている。基本

協定書どおりの運用をするべきである。 

市（みどり公園課）は、指定管理者に

対し、指定管理者が業務の一部を第三者

に委託し、又は請け負わせようとする場

合は、あらかじめ市に対し書面による承

認手続きを行うよう指示した。 

書面による承認手続をしないまま、指

定管理者が第三者への再委託を行って

いる令和２年度業務については、当該業

務の一覧を作成し提出するよう指示し

た。 

指定管理者は、市の指示について了承

した。 

５ 指定管理者は、利用者需要に関するア 市（みどり公園課）は、指定管理者に



ンケートの実施及び集計はしているが、

その分析に基づく事業評価を年度協定

書第６条第３項の規定どおりに行って

いなかった。市（みどり公園課）は、指

定管理者に対し、事業評価の提出を求め

ず、事業を検証していなかった。 

市（みどり公園課）は、提出を受けた

業務月報に基づき年度末に指定管理者

に対する評価を行っているが、年度協定

書どおりに、年度当初（５月）及び中途

（１１月）に指定管理者に事業評価を提

出させ、事業の検証を行うべきである。 

対し、年度中途（１１月）の利用者需要

把握の結果及び分析に基づく事業評価

の報告書を今年度中に提出するよう指

示した。なお、年度当初（５月）につい

ては、コロナ禍であったため未実施であ

った。 

市（みどり公園課）は、指定管理者か

ら提出された同報告書を基に事業の検

証を行う。 

指定管理者は、市の指示について了承

した。 

６ 実施したアンケートのうち、満足度を

計るために用いたのは、①スタッフ・窓

口の対応、②情報・案内のわかりやすさ、

③樹木・植物の状態、④トイレ・休憩所

の清潔さの４項目である。市（みどり公

園課）及び指定管理者は、このアンケー

トの結果に基づき利用者の満足度は高

いと判断している。 

しかしながら、指定管理者制度の趣旨

から、「施設・遊具について」「イベント

について」など、施設のサービス水準に

ついての項目を設け、数値化が必要と考

える。 

市（みどり公園課）は、指定管理者に

対し、利用者需要に関するアンケートの

調査項目に、「施設・遊具について」「イ

ベントについて」など、施設のサービス

水準についての項目を加え、結果を数値

化するよう提案した。 

指定管理者は、市の提案について了承

し、令和３年度から実施する。 

 


